
○人生の最終段階における意思決定支援が必要
○「終末期ケア等の周知啓発」を既に実施している区は11区であり、サービス内容の周知
啓発」と比較すると少ない。 （平成29年度の各区の取組み調査結果より）

取組みの課題

市民啓発の方法の１つとして
①各区においてエンディングノートの作成や人生の最終段階に関する講演会開催等を企画し
ている区もある。

“より一層の取組み”を支援するために・・・
①『もしものときのために・・・』（厚生労働省リーフレット）を各区に配付
（対象：区民、医療・介護事業所）
②人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラインに関する
研修会を開催
(対象：区役所実務者及びコーディネーター）
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